
     

１～５ 
要
介
護 

１～２ 
要 
支 
援 

介護給付 （従前と変わりません） 

訪問介護、通所介護、訪問看護、福祉用具レンタル、住宅改修、
ショートステイ、特養、老健 等 

予防給付のうち、上記以外 （従前と変わりません） 

訪問看護、訪問／通所リハビリ、福祉用具レンタル、住宅改修等 

予防給付のうち、 

 訪問介護 
 （ホームヘルプ） 

 通所介護 
 （デイサービス） 

  総合事業の 

   訪問型サービス 

   通所型サービス 

要支援認定者に対する訪問介護と通所介護が、総合事業に移行します。（赤字部分） 


